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ＶＯＬ．23                               2023 年６月２日（金） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年度賃金改定後の新賃金は、６月９日（金）から支給されます。なお、賃金改定の詳細については、以

下の内容をご確認ください。 

 今回の賃金改定では、セルフチェックでの面接を経て決定した皆さんの一人ひとりの評価に基づいた評価本

人給が反映されています。また、リーダー、キャリア、レギュラー、シニアパートナーのステップアップ区分

別に評価本人給へ加算、ステップアップ給の改定、職種加給と本人特別給の改定を実施します。下記掲載の賃

金改定額計算方法を使用し、自身の賃金改定額を確認してください。 

質問や不明な点については、まず上長にお問い合わせください。さらに質問がある場合は質問表に内容を詳

しく記入して、社内メールで組合本部まで送付してください。               （担当：鈴木） 

 【賃金改定額計算方法】 下記の表をもとに皆さんの賃金改定額を計算してみましょう！！ 
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・店基礎時給は、個別の雇用契約書に記載の「店基礎時給」をご確認ください。 

・小数点以下の取り扱いについては、表②のプラス係数（リーダー・キャリアパートナーのＳ～Ｃ評価、レギュ

ラー・シニアパートナーのＳ～Ｂ評価）の方は切り上げになります。また、マイナス係数（リーダー・キャリ

アパートナーのＤ評価、レギュラー・シニアパートナーのＣ～Ｄ評価）の方は切り捨てになります。 

 

 

 

年間評価は上期と下期の評価に基づいて決定されますので、下記【表①】を参照のうえ確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

下期評価時（2022 年 11 月末時点）のステップアップ区分で係数を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

・役職者の方については、Ｓ～Ｂ評価者(Ｃ・Ｄ評価者除く)まで上記の係数に 0.5％別途加算をします。 

・評価本人給は、ＮＡＦ組合員と同様にステップアップ区分毎に上限額が設定されています。 

・評価本人給の上限超え分（勤続反映分は除く）については、上位評価者（※１）に限り、評価反映額を特別評

価給として 50 円を上限に積み上げを行います。 

 ※１：上位評価者とは、リーダー・キャリアパートナーのＳ～Ｂ評価者、レギュラー・シニアパートナーの 

Ｓ～Ａ評価者となります。 
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確認しよう！『2023年度新賃金』 
６月９日（金）から賃金改定後の新賃金となります！ 

あなたの 

賃金改定額 
店基礎時給 

評価反映額 

改定率 

【表①】【表②】 

評価本人給 

加算額 

【表③】 

表① 年間評価の確認 

表② 評価本人給の加減 

例）上期評価が「R3」、下期評価   

  が「R2」の場合、年間評価は

「Ａ」となる。 

賃金改定時評価 
（年間評価） 

下期評価時点 
ステップアップ区分 

《参考：評価本人給の上限》 

ステップアップ給 

加算額 

【表④】 

職種加給・特別本人給 

加算額 

【表⑤】【表⑥】 
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下期評価時（2022 年 11 月末時点）のステップアップ区分で 2023 年度の加算額を確認してください。 
 ［単位：円］ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
・リーダー～レギュラーのＳ～Ｃ評価者は、勤続反映額として加算をします。 

・シニアパートナーのＳ～Ｃ評価者は、特別加算額として加算をします。 
 

                 ※対象者のみ加算 
 
ステップアップ給制度改定に合わせ、下記のステップアップ区分別に加算を行います。 

［単位：円］ 

ステップアップ区分 加算額 新制度支給額 

リーダーバートナー 30 160 

キャリアパートナー 10 80 

 

                 ※対象者のみ加算 
 
職種加給制度改定に合わせ、下記の職種に所属している方に加算を行います。 

［単位：円］ 

対象者 加算額 新制度最低加算額 

精肉・鮮魚・惣菜・食品レジ・飲食ＦＣの職種に所属 10 20 

※現在＋20 円以上の加給を実施している店舗は変更なしとなります。 

 

                 ※対象者のみ加算 
 
本人特別給制度改定に合わせ、登録販売従事者に加算を行います。 

［単位：円］ 

対象者 加算額 新制度支給額 

登録販売従事者 50 150 
 

                                                     
 

－2023 年度新賃金 質問表－ 

支部名  売場名  社員番号  

氏名  ステップアップ区分  年齢  

入社年月    年  月 労働組合からの連絡 希望する・希望しない 

連絡希望 店・本部（所属部署）/ご自宅・携帯電話 連絡先  

                                                  

                                                  

                                                    

                                                     

                                                     

                                                   

                                                  

                                                   

                                                   

                                                  

                                                    

※社内メールで「ＩＹ ００ 労働組合 鈴木（3940）」まで送付してください。 

表③ 評価本人給加算額 

切り取り線 

賃金改定時評価 
（年間評価） 

下期評価時点 
ステップアップ区分 

表④ ステップアップ給加算額 

表⑤ 職種加給加算額 

表⑥ 本人特別給加算額 


